
  

 

２０２６年３月１３日 

三井住友海上火災保険株式会社 

業務改善計画の進捗状況について 

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループの三井住友海上火災保険株式会社（社長：舩曵 真一郎）は、 

本日、業務改善計画における進捗状況報告書を金融庁へ提出しました。2026年 2月末時点における業務改善

計画の進捗状況の詳細は、別紙のとおりです。 

当社は、真に健全で「お客さまから最も選ばれる保険・金融グループ」を目指し、高次のガバナンス強化を

実現する業務改善計画を強力に遂行していくとともに、従来の業界慣習に内在する課題・リスクの抜本的な解

消に向けて、「ビジネスモデルの変革」の取組を進めてまいります。 

 

＜過去のニュースリリース＞ 

業務改善計画書の提出について（2024 年 2 月 29 日)  

業務改善計画の進捗状況について（2024 年 5 月末時点） 

業務改善計画の進捗状況について（2024 年 8 月末時点） 

業務改善計画の進捗状況について（2024 年 11 月末時点） 

業務改善計画の進捗状況について（2025 年 2 月末時点） 

業務改善計画の進捗状況について（2025 年 5 月末時点） 

業務改善計画書の提出について（2025 年 5 月 30 日) 

業務改善計画の進捗状況について（2025 年 8 月末時点） 

業務改善計画の進捗状況について（2025 年 11 月末時点） 

以 上 

https://www.ms-ins.com/news/fy2023/pdf/0229_1.pdf
https://www.ms-ins.com/news/fy2024/pdf/0614_2.pdf
https://www.ms-ins.com/news/fy2024/pdf/0913_3.pdf
https://www.ms-ins.com/news/fy2024/pdf/1213_1.pdf
https://www.ms-ins.com/news/fy2024/pdf/0314_1.pdf
https://www.ms-ins.com/news/fy2025/pdf/0613_1.pdf
https://www.aioinissaydowa.co.jp/corporate/about/news/pdf/2025/news_2025091201453.pdf
https://www.aioinissaydowa.co.jp/corporate/about/news/pdf/2025/news_2025091201453.pdf
https://www.ms-ins.com/news/fy2025/pdf/0530_1.pdf
https://www.ms-ins.com/news/fy2025/pdf/0912_1.pdf
https://www.ms-ins.com/news/fy2025/pdf/1215_2.pdf
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別紙 

業務改善計画の進捗状況の要旨 

１．業務改善計画の遂行にあたって 

(1)はじめに 

当社は、2025 年 5 月 30 日付の業務改善計画※1に基づき、一連の不適切な事案の真因を分析するとともに、

不正を検知し、自浄作用が機能する PDCAの適切性を重視した取組を着実に進めております。 

※1 保険料調整行為等に関する 2024 年 2 月 29 日付の業務改善計画、及び情報漏えい等事案を踏まえて抜本的に見直したもの 

更に、2027 年 4 月に合併を予定するあいおいニッセイ同和損害保険株式会社（以下「あいおいニッセイ同

和損保」）と共に、相互の効果的な取組や厳格な施策を融合させた「新業務改善計画（以下「新計画」）」を

策定しています。 

新計画においては、外部専門家（合同会社デロイト トーマツ、以下「デロイト社」）によるレビュー結果等

を踏まえ、両社の取組の実効性を等しく担保するための見直しを随時行い、健全な競争環境や企業風土、強

固なガバナンスの構築等への取組を強化しております。 

(2)あいおいニッセイ同和損保との合併を踏まえた業務改善計画の「統合」に向けた取組  

今後は、2027年 4月の合併を見据え、新会社の全社員が合併後の業務改善計画を正しく理解できるように、

新計画をベースに計画全体をあいおいニッセイ同和損保と完全に一致させる「統合計画」の策定を進めてま

いります。統合計画の策定を通じて、両社の取組を一体的に推進し、各種施策を前倒しで実施していきます。 

(3)ビジネスモデルの変革に向けた取組 

当社は、業務改善計画の取組を通じて、従来の業界慣習に内在する課題・リスクを抜本的に解消し、真の意

味での顧客本位の業務運営を実現するとともに、保険本来の価値提供を通じて持続的な成長を実現していく

ために、ビジネスモデルの変革を加速していきます。その実現に向けた指針として、「2035年のビジネスモ

デル変革の世界観（リスク対応力の転換※2、顧客の行動変容※3、社会構造の変革※4）」を定め、各種取組を推

進していきます。 
※2 アンダーライティングやリスクエンジニアリングの高度化を図り保険本来の提供価値を高める（「保険力」の強化）ことで、企業のリス

クマネジメント力を強化（企業のリスクテイク能力や収益力の強化を含む）し、持続的な日本経済の成長に貢献する。 

※3 合併により拡大する保険関連データと顧客基盤を最大限に活用し、「顧客の行動変容」を実現する保険商品・サービス等をマーケット

に提供することで、業界をリードし、社会の持続的な成長への貢献・当社の収益力向上を実現する。 

※4 MS&AD インターリスク総研株式会社とも連携し、グループ一体となった政策提言機能の強化を進め、日本の成長戦略における 17 の分

野などを対象に、当社グループが国の法令・ルール・制度等の改善・刷新に主体的に関与（持続可能なまちづくりに向けた地域金融力

強化との連動も想定）することで、社会構造の変革をリードする。 

更に今後は、このビジネスモデル変革を着実に進めるため、「社員に求められる役割」や「それに伴い必要

となるスキル」、「取組のプロセス」等を明確化し、これらの実行を通じて、持続的な成長と社会への貢献を

実現してまいります。 

(4)外部専門家による評価 

業務改善計画の適切な遂行を担保すべく、前回（2025年 12月）進捗状況の報告にて実施したデロイト社に

よる第 1回外部レビューに加え、社外有識者及び内部監査部の指摘・助言を踏まえ、取組の内容を随時検証

するサイクルを継続しております。 

評価者 主な役割 

外部専門家（デロイト社） 保険業やコーポレートガバナンスに係る高度な知識と豊富な支援

実績を有する外部コンサルティング会社として、施策の取組状

況・手法・効果等に対する評価・助言を行う 

社外有識者※5（佐々木教授、大村弁護士） ビジネスモデルの変革に必要とされるガバナンス・自浄機能

（佐々木教授）、有識者会議／保険 WG での議論を踏まえた取組の

適切性（大村弁護士）等、高度な専門分野を有する有識者の視点

から、総合的な検証と助言を行う 

内部監査部 当社の業務を熟知し、かつ独立した客観的な立場から施策の取組

状況・手法・効果等に対する評価・助言を行うとともに、外部専

門家とも相互に知見を共有し適切な連携を図る 

※5 一橋大学大学院経営管理研究科 客員教授 佐々木清隆氏（以下「佐々木教授」）、 

三浦法律事務所 弁護士 大村由紀子氏（以下「大村弁護士」）の両氏 



 2 / 7 

 

２．新計画全体の進捗と主な取組の状況 

(1)新計画の進捗状況 

新計画に記載した各施策はいずれも、2026 年 2 月末時点で概ね計画どおりに進捗しており、各施策の進捗

状況評価については、デロイト社による検証・アドバイスに基づき適切性を確認しています。 

＜メルクマールごとの 2026年 2月末時点の進捗状況＞       （）内は 2025年 11月末比 

進捗状況 ①施策開始／効果発現前 ②効果発生 ③効果継続 ④効果定着 

件数 4 件（▲3 件） 7 件（▲1 件） 77 件（▲3 件） 63 件（＋7 件） 

 割合 2.6%（▲2.0pt） 4.6%（▲0.7pt） 51.0%（▲2.0pt） 41.7%（＋4.6pt） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜外部専門家・社外有識者による進捗状況等についての評価＞ 

新計画の遂行と進捗状況については、概ね計画どおりに進捗しておりますが、外部専門家・社外有識者

から、次のとおり評価・指摘を受けております。指摘事項を踏まえた取組を強化するサイクルを継続し

てまいります。 

主なコメント 評価者 

・第 1 回外部レビューでの主な提言事項に対し、各施策の主管部は以後提言への対策を講じ
ていることを確認した。第 2 回外部レビューでは、その後の進捗状況を確認していく。 

・2026 年 2 月末時点までに「効果定着」と評価した施策に対し妥当性のレビューを実施し、
特段の所見は認められなかった。引き続き、各施策で定めたメルクマールの達成に加え、
その施策が意図する効果を発揮しているかという観点からフォローアップ等を行ってい
く。 

デロイト社 

・2030 年度に向けたグループ及び新会社の目指す姿とその実現に向けた取組等を踏まえ、業
務改善計画全体を完全に一致させる「統合計画」の策定を進めていることは評価できる。 

・ビジネスモデル変革においては、足下の課題への対応もさることながら、「10 年後に目指
す姿」を明確に描くことで、変革への推進力を高めることが極めて重要。合併を見据え、
ビジネスモデルの変革は不可避であることの認識をあいおいニッセイ同和損保と目線一
致させ、新会社における「10 年後に目指す姿」を踏まえたビジネスモデルの構築に向けて
両社が取り組むことが重要。 

佐々木教授 

・代理店ビジネスモデルの変革を中長期ビジョン（2035 年の世界観）に接続し、単なる是正
対応にとどまらず構造改革として位置付けている点は、過去の不祥事の再発防止という観
点からも重要な前進。 

大村弁護士 
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(2)主な取組の状況 

新計画にて特定した不適切な事案の真因に関連する取組の進捗状況は下記のとおりです。施策の効果を随時

検証の上、更なる取組が必要な課題を特定しながら対策を講じております。 

＜真因と主な取組の状況＞ 

 

・ライン部長メッセージを踏まえた「お客さま本位の日」職場ミーティングを全社で実施しました。また、

各職場の取組事例を業務連絡で案内し、顧客本位の業務運営について一層の浸透を図っています。 

・代理店自己点検結果を踏まえた対話・フィードバックの好取組事例を収集・展開し、全社でノウハウ

を共有しました。 

・構造変革推進会議にて、ビジネスモデル変革を踏まえた当社のリスク対応力の転換、お客さま・社会

全体のリスク低減に関する内容を論議しました。 

 

・持株会社社長とグループ会社の社員によるタウンホールミーティング「Future Leading Forum」を計 3

回実施（2025年 12月～2026年 2月）し、合計 188名の社員が参加しました。開催内容をグループコミ

ュニケーションツール「LINK UP!」で配信し、併せて収録映像を全社員に公開しました。 

・社内コミュニケーションツールの comMSを通じて、社長から「お客さまから最も選ばれるためのビジ

ネスモデル変革」を推進する新年メッセージを発信しました。お客さま本位の観点で社員一人ひとり

が主体的に考え、行動に移す勇気を持つことの重要さを伝えています。 

 

 

・全社的な法務・コンダクトリスクの予見･予兆検知力強化取組の中心として、「予兆検知対策会議」を継

続して開催しています。 

・内部監査部により、第二線を対象とするアジャイル監査、及び第二線の機能発揮に着目した損営拠店監

査を実施し、第三線による 3ラインモデルの機能発揮を図っています。 

 

 

・合併準備委員会傘下の構造変革・企業革新小委員会において、未整合施策の早期整合に向けた取組や

2027年 4月の合併に伴う両社の業務改善計画統合に向けた方向性等を論議しました。 

・持株会社の「保険 5社モニタリング会議」で各事業会社の取締役会・経営会議の議案を相互に確認し、

リスク予兆の検知、リスク事象発生の未然防止に向けて論議しました。 

＜持株会社社長とグループ会社の社員によるタウンホールミーティングの様子＞ 

 

  

①顧客本位の業務運営の態勢の整備と実践 

②経営陣の姿勢と企業文化 

③第二線・第三線の機能発揮 

④取締役会・監査役のガバナンス ⑤持株会社によるガバナンス 



 4 / 7 

 

３．命令の内容ごとの進捗状況及び具体的に進捗した施策の概要 

(1)個人情報保護法及び不正競争防止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立 

①個人情報保護法及び不正競争防止法等遵守のための社員への十分な教育体制の整備 

・「お客さま情報管理の 3原則（プリンシプル）」に基づき、具体的に取るべき行動を中心とした第 3回社

内 e-ラーニングを開講(2026年 1月)し、全社員が受講しました。 

・出向者へのアンケートや面談、メールのモニタリング等複層的な取組を行い、一部出向先の業務内容改

善や不正競争防止法遵守の徹底に繋げています。 

②個人情報保護法及び不正競争防止法等遵守のための社員への十分な管理体制の整備 

・社内情報管理一斉点検にて、「同意なく他社情報を入手した場合の速やかな廃棄」について、セルフチ

ェックを実施し、知識の一層の定着を図りました。 

・コンプライアンス部情報管理チーム（第二線）の態勢強化のため、キャリア採用を中心に要員確保を

積極的に進め、新メンバーの即戦力化のため専門教育や研修プログラムを拡充しました。 

(2)当社及び当社保険代理店における適切な顧客情報管理態勢の確立 

①当社における適切な顧客情報管理態勢の確立 

・2025年 12月、「お客さま情報管理の 3原則（プリンシプル）」に則した具体的な取組事例（損害サポー

ト部門、営業部門）のインタビュー記事を comMSに掲載し全社員に周知しました。 

・2026年 1月、本社部門の所属社員に対し「データ利活用時における実務対応のポイント」の研修を実施

しました。 

②当社保険代理店における適切な顧客情報管理態勢の確立 

・2025年 10月、代理店自己点検における第一線向け支援として、情報管理項目についての取組例やフィ

ードバックポイントを説明した補助ツールをリリースしました。 

・2025年 12月、業界共通の自己点検チェック項目に基づく代理店募集人向け e-ラーニングをリリースし

ました。 

・2026年度の代理店監査における情報管理の点検項目を従来の 3項目から 5 項目に拡充しました。 

③ディーラー等代理店を中心とした関係再構築 

・2026年 1月、代理店教育と体制整備における、監督指針改正を踏まえた過度の便宜供与と保険会社の役

割との関係を整理した資料を作成し、営業第一線へ周知しました。 

・2025年 10～12月に実施した代理店自己点検結果を踏まえ、対話・フィードバックの好取組事例を全社

共有しました。 

(3)ビジネスモデルの特性及び経営戦略の推進等に伴い発生するリスクを検討し、適時に適切な対応策を講じ

るための経営管理（ガバナンス）態勢の構築 

①社員の代理店等への出向方針の改定と管理 

・2026 年度出向方針に基づき、当社グループ外代理店への復職前提出向は、2026 年 4 月に 0 名となる予

定です。 

②リスクの予見・予兆検知及び対策の強化（第一線、第二線） 

・2025年 12月、及び 2026 年 2月に営業部門のライン長から 10名を選定し、予兆検知連絡会を開催しま

した。 

・損害サポート部門を取り巻くリスクに関し、すべての社員が業務全般に関する多様な意見や気づきを投

稿できる「ブラッシュアップ BOX」の投稿内容や、地域担当役員が損害サポート部への巡回時に把握し

た実態等から、幅広くリスク予兆検知の取組を継続しています。洗い出した 60 項目に対し、55 項目

(2026年 2月末時点)への対策を実施しました。 

・コンプライアンス部による 2025 年度随時監査は、2026 年 2 月末までに予定どおり 50 代理店への監査

を完了しています。随時監査を通して把握した課題や、好取組を第一線が担当代理店との対話・指導に

活かすことを企図し、「代理店体制整備 PDCAレポート」を業務連絡で発信しました。 

・2025年度第 5回予兆検知対策会議において、「独占禁止法に関するリスクの特定・評価・対応」「予兆検

知力強化取組の今後の方向性」について論議しました。特定・評価したリスクや対応策等について、持

株会社に速やかに連携し、あいおいニッセイ同和損保を含め事業会社間でリスクを共有することで、グ

ループ全体の予兆検知力の底上げを図っています。 
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③第三線による取組強化、経営への提言強化 

・2025 年度より開始した第一線のリスク自己評価と、第三線の客観的評価を対比した対話を実施する取

組（Control Self Assessment 取組）は、2026年 2月末までに 22部支店で実施しました。 

・第二線を対象とするアジャイル監査を、2026年 2月末時点で 5件実施し、27件の提言を行いました。 

（4）業務改善命令（2023年 12月発出）により策定し、実施している当初の業務改善計画についての抜本的

な見直し 

コンプライアンス及び顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成 

・上司・同僚からの支援や自己研鑽だけでは解消しにくい当事者ならではの悩みや課題を解消し、社員一

人ひとりの新たな挑戦や多様な働き方を支援することを目的に、部門や役職を超え、1対 1で相談でき

るメンター制度を開始しました。延べ 158組が、面談を行っています（2026年 1月）。 

（5）適正な競争環境の構築 等 

①顧客本位の業務運営 

・お客さま本位の業務運営に関する方針の浸透・実践に向けて開始した「ミライ品質革新取組」において

第 3 四半期は「予兆検知力強化の重要性」、第 4 四半期は「リーガル・リテラシーの向上」をテーマに

設定し取組を実施しました。 

・損害サポート・営業・本社のライン長と担当役員による座談会を開催（2026 年 2月）し、通年取組によ

る社員の意識・行動の変化を確認のうえ、今後の取組への理解を深めました。 

・第一線の組織評価制度である未来ソリューション・プログラム（以下「ミラプロ」）※6において、2026

年度は「一般計収保目標」の廃止を決定しました。 

※6 提供価値の向上により、お客さまの安心と満足を最大化し、お客さまから選ばれ続ける会社・部支店を実現するために、営業部門

の活動を後押しする制度です。国内営業方針の 5 つの取組＋お客さま本位の業務運営と連動しています。 

・「修理工場（不正請求・工賃単価）管理システム」への修理費不正請求疑義事案の登録件数は各損害サ

ポート部において累計 190件（2026年 2月末時点）で、活用が定着しています。 

・お客さま本位を実現するための態勢強化の一環として、お客さまの声を最大限収集し、お客さまへの能

動的なサービス提供・向上に活用する「カスタマーサクセス」の観点の取組も強化してまいります。 

②顧客企業の態勢整備支援 

・「企業営業担当者 基本行動ガイドブック」の周知徹底等により、企業マーケットにおけるリスクソリ

ューション提案件数は着実に増加しており、顧客企業の態勢整備支援に向けた取組が進んでいます。 

③競争要素の是正 

・政策株式の保有ゼロに向けて、投資先への説明及び全株売却の要請を推進しています。 

・2025 年 8 月の監督指針改正を踏まえた過度の便宜供与適正化取組状況について、営業第一線への調査

を実施しました(2026年 1月）。 

④共同保険運営の適正化 

・2025 年 6 月より引受を開始したディファレンシャル方式について、適切に運用されていることを確認

しています。 

⑤独占禁止法に関する規程・ルール整備と社員・代理店教育 

・独占禁止法にかかる相談窓口は、適切に活用されており、引き続きモニタリングを実施していきます。 

・2025 年 7 月～11 月末開講の全代理店受講必須の研修（扱者基礎研修）は、情報管理のパートを更に重

視した内容に改善し、代理店における情報管理態勢整備の重要性、個人情報の取得と提供について詳し

く説明しました。2025年 12月末時点で受講率 100%を確認しました。 

（6）適正な営業推進態勢の確立 

①収保目標（旧 営業予算）と評価基準の見直し 

・地域担当役員会議でミラプロにおける収保目標の廃止を含めた 2026 年度の国内営業方針の方向性につ

いて周知徹底しました。 

・役職員向け意識調査で「トップラインに過度に偏重せず営業活動を行っている」のポジティブ回答（「1.

（できている）」・「2.（概ねできている）」の合算）は 97%（前回比＋2pt）となりました。 
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②企業営業部門の態勢強化 

・提案書ライブラリの有効度・活用度の現状把握と掲載ニーズの高い提案資料を確認することを目的に、

営業社員向けのアンケートを実施（2025 年 12 月～2026 年 1 月）しました。アンケート結果を踏まえ、

施策の高度化を進めてまいります。 

（7）適正な保険引受管理態勢の確立 

①採算管理の抜本的強化 

・第二線、第三線が企業保険分野商品に関し、営業部支店が提示する保険料水準や引受プロセスの妥当性

を検証し、いずれも問題がないことを確認しました。 

・2026年 4月、「合併対応」「主要検討課題の検討進捗」を機動的に進めるため、パーソナル SME商品部か

ら自動車保険に係る機能を分割し、自動車保険部を新設します。 

②部門間連携の強化 他 

・2024年 4月に構築した商品改善提案の収集フローは、確実に損害サポート部門に定着しています。2025

年 4 月～2026 年 2 月に受け付けた損害サポート部門からの提案数は 397 件に及び、提案は商品部門に

定期的に連携されております。 

（8）適切な法令等遵守態勢の確立 

①コンプライアンス・リスク管理態勢の強化 

・法務部が実施する各施策（a.「ダイレクト」法務相談・弁護士相談制度、b.予兆検知対策会議、コンプ

ライアンス推進会議への参画、c.教育ツール「当社業務に関連する法令の基礎知識」の作成・社内展開

及び研修開始、d.外部講師による独占禁止法研修の企画・実施、e.社員向けニュース「リーガルトピッ

クス」の発行）を継続実施しています。 

・2026年 1月、管下組織の自律的なリーガル・リテラシー向上を目的として、ライン部長向けの外部講師

による研修を実施しました。 

・「職務権限の行使におけるリスクの特定・評価・対応」において、リスク管理部が実施する本社各部が

特定したリスクへの対応策の十分性検証に加え、法務・コンダクトリスク発現時の影響額評価モデルに

よる影響額の計量化を実施し本社各部へフィードバックする取組を継続しています。 

②コンプライアンスプログラムの高度化と実効性の向上 

・コンプライアンス部は、全社のリスク感度向上を図るため、各職場での毎月のミーティング時に「日常

活動に内包するリスク」について考えるための各種ツールを継続的にリリースしています。 

③第一線への牽制強化 

・通話内容のモニタリングを継続実施しています。不適切な通話や、予兆把握に繋がる通話は確認されて

おらず、営業部門の社員にモニタリング実施について告知していることも、牽制効果に繋がっています。 

④第二線の機能強化 

・コンプライアンス部員による法令に関する弁護士相談へのオブザーバー参加、及び第一線事案対応の弁

護士相談同席を継続しています。 

⑤第三線の機能強化 

・2026 年度内部監査計画の策定に向けて、第二線のリスク評価を踏まえた第三線としてのリスク評価を

実施しています。 

⑥代理店に対するモニタリング手法の検討 

・2025年度第一線による代理店監査は、2026年 1月末までに 5,263店で実施しており（実施率 94％）、計

画どおりに進捗しています。 

・2026年 2月末までに、営業社員が実施した代理店監査結果のモニタリングを 50店実施しました。 

（9）健全な企業風土の醸成 

①経営陣が主導する取組 

・2025年 12月、グローバルリスク会議の様子と社長のコメントを、comMSで配信しました。 

・2025年 11月実施のエンゲージメントサーベイ結果からグループ MVVの浸透・実践が着実に進んでいる

ことを確認しています。 

②その他の取組 

・契約時のお客さまアンケート結果を課支社ごとに集計したツールを提供しました。全社と比較して自部

門の強み・弱みの把握や改善すべき点を定量的に確認し、改善施策の検討のベースとして活用が進んで
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います。 

（10）経営管理（ガバナンス）態勢の抜本的な強化 

①経営陣によるガバナンスの強化 

・2026 年 2 月、社外役員連絡会で 2025 年度の取締役会評価結果、及び 2026 年度の機能向上策について

論議を行い、その結果を踏まえ、同月の取締役会で「取締役会評価に基づく取締役会の機能向上策」を

付議しました。 

・2025年 12月進捗状況等の報告から開始したデロイト社によるレビュー結果を踏まえ、対応策を検討・

実施するとともに、内部監査部による評価を受けました。 

②監査役監査の強化 

・2025年 7月に取締役会へ付議した「2025監査年度監査方針・監査計画・監査役の業務分担」に基づき、

第二線・第三線との連絡会（定例）の開催や役員・本社各部へのヒアリング、国内・海外拠点への訪問

調査等を実施しました。確認内容につき監査役会へ報告し、情報共有・意見交換を行いました。 

③第二線・第三線の機能強化 

・2025 年 9 月、あいおいニッセイ同和損保と合同でコンサルティング会社を活用したカルチャー監査を

開始し、2026 年 2 月の経営会議体に報告・提言を行いました。2024 年度カルチャー監査の課題であっ

たお客さま本位の意識や上司への言いやすさ等が、概ね改善傾向にあることを確認しています。 

④持株会社による経営管理態勢の改善 

・2025年度から持株会社主催の役員勉強会の参加対象者をグループ各社の取締役・監査役に広げ、グルー

プ全体の戦略論議等に繋がるテーマで開催しました。2026 年 1 月は「IFRS（国際財務報告基準）の導

入」をテーマとし、2026年 2月は、第 2回目のグループ監査等委員・監査役ミーティングを開催しまし

た。 

・取締役会での合併準備委員会の論議状況の報告等を通じて社外取締役を含む取締役会メンバーで、事業

会社だけでなくグループ全体の戦略を共有しました。 

⑤グループ再編（両社の統合）によるガバナンス強化 

・2026年 2月の構造変革・企業革新小委員会や、経営会議体において、両社の業務改善計画における未整

合施策の状況や、各施策の取組・進捗状況等について論議しました。 

・上記小委員会において、2027 年 4 月の合併に伴う両社計画統合に向けた方向性に関する論議も実施し

ました。 

 

以 上 

 


